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■平成９年に河川法が改正され、「河川整備基本方針（長期的な河川整備の方針）」と「河川整備計画（当面の具体的な整備の計画）」
を策定することとなった。

①河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
長期的な視点に立った河川整備に関する基本方針を決定。

②河川工事の実施の基本となるべき計画に関する事項
個別事業など具体の河川整備の内容を定めず、
整備の考え方を記述。

①河川整備の目標
２０～３０年後の河川整備の目標を明確にする。

②河川整備の実施に関する事項
個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにする。
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長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針（河川整備基本方針）

具体的な整備の内容
（河川整備計画）

現在 20～30年後 ｔ(年)

河川整備計画における段階的な整備にあたっての目標イメージ図

河川整備基本方針と河川整備計画について

-2-

武雄河川事務所



河川整備基本方針と河川整備計画について

-3-

武雄河川事務所


